
李

R売
i決
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ネ品

漢
の
武
帝
の
天
漢
二
年
(
前
九
九
)
、
歩
卒
五
千
人
を
率
い
て
淡

稽
山
に
至
っ
た
李
佼
は
、
単
子
の
率
い
る
十
万
を
越
す
大
軍
に
包
囲

・
追
撃
さ
れ
、
旬
奴
に
甚
大
な
損
害
を
与
え
な
が
ら
も
、
奮
戦
む
な

し
く
つ
い
に
降
っ
た
。
司
馬
遷
は
こ
の
李
陵
を
弁
護
し
て
武
帝
の
逆

鱗
に
触
れ
、
結
局
は
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
の
李
陵
の
禍
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
な
、
、
せ
可
馬
遼
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が
罪
せ
ら
れ
た
か
の
理
由
は
分
か
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
今
も
生
き

て
い
る
。
本
稿
は
、
可
馬
遼
の
李
稜
弁
護
が
武
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
た

理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
一
つ
の

新
し
い
説
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
李
陵
が
出
撃
し
て
か
ら
敗
北
す
る
ま
で
の
経
過
を
、
『
漢

』
李
佼
伝
に
基
づ
い
て
た
ど
っ
て
み
た
い
。

天
漢
二
年
一
度
五
月
、
弐
師
将
軍
李
広
利
は
匂
奴
の
右
賢
王
を
撃
つ

べ
く
、
三
万
騎
を
率
い
て
酒
泉
を
出
発
し
た
。
こ
の
時
、
武
帝
は
騎

士
口

英

夫

原

都
尉
の
李
陵
を
召
し
出
し
、
ホ
チ
広
利
の
た
め
に
聯
重
部
隊
を
率
い
さ

せ
よ
う
と
し
た
が
、
李
陵
は
、

額
は
く
は
、
自
ら
一
致
に
当
た
る
を
得
て
、
関
干
山
の
南
に
到

り
て
以
て
単
子
の
兵
を
分
か
ち
、
専
ら
弐
師
の
軍
に
郷
は
し
む

る
母
か
ら
ん
。

と
申
し
出
た
。
別
働
隊
を
率
い
て
薦
干
山
の
南
に
到
り
、
旬
奴
の
兵

力
を
分
散
さ
せ
よ
う
と
い
う
策
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
武
帝
が
、

「
騎
の
女
に
子
ふ
る
母
し
」
と
言
う
と
、
李
陵
は
、

騎
を
事
と
す
る
所
無
し
。
巨
額
は
く
は
、
少
な
き
を
以
て
衆
き

を
撃
ち
、
歩
兵
五
千
人
も
て
単
子
の
庭
を
渉
ら
ん
。

と
答
え
た
。
そ
こ
で
武
帝
は
李
陵
の
出
撃
を
許
し
た
。
李
陵
は
「
騎

を
事
と
す
る
一
政
無
し
」
と
一
一
一
口
っ
た
が
、
武
帝
は
、
旬
奴
の
前
線
に
歩

兵
の
み
で
出
撃
・
帰
還
さ
せ
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
考
え
、
彊
湾
都

尉
の
路
博
徳
に
認
し
て
、
「
兵
を
将
ゐ
て
半
道
よ
り
陵
の
軍
を
迎
へ
」

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
路
痔
徳
は
、
「
陵
の
後
距
と
為
る
こ

と
を
蓋
ぢ
」
て
、
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秋
に
方
た
り
て
旬
奴
の
馬
肥
え
、
未
だ
与
に
戦
ふ
可
か
ら
ず
。

臣
殿
は
く
は
、
陵
を
留
め
て
春
に
至
り
、
供
に
酒
泉
・
張
抜
の

腕
、
各
お
の
五
千
人
を
将
ゐ
て
、
並
に
東
西
の
淡
稽
を
撃
た

ん
。
必
ず
禽
と
す
可
き
な
り
。

と
上
書
し
た
。
こ
れ
を
見
た
武
帝
は
、
「
陵
の
悔
い
て
出
で
ん
と
欲

せ
ず
し
て
、
博
徳
を
し
て
上
…
寄
せ
し
め
ん
と
疑
」
い
、
結
局
、
路
博

徳
に
は
西
一
内
部
に
赴
く
よ
う
に
命
じ
、
李
陵
に
は
「
九
月
を
以
て

発
」
す
る
よ
う
に
認
し
た
。
李
陵
は
歩
兵
の
み
で
出
撃
し
、
帰
還
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

武
帝
の
詔
に
従
い
、
李
俊
は
九
月
中
に
は
居
延
を
出
発
し
た
は
ず

で
あ
る
。陵

、
走
に
於
て
其
の
歩
卒
五
千
人
を
将
ゐ
て
居
延
を
出
で
、
北

行
す
る
こ
と
三
十
自
、
淡
稽
山
に
至
り
て
止
ま
り
営
し
、
挙
げ

て
過
ぐ
る
所
の
山
川
の
地
形
を
図
す
。

「
北
行
す
る
こ
と
三
十
日
、
，
波
稽
山
に
至
る
1

一
と
あ
る
の
で
、
十
月

中
に
は
淡
稽
山
に
到
若
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

淡
稽
山
に
到
着
し
た
李
稜
軍
は
、
単
子
の
率
い
る
勾
奴
の
主
力
寧

三
万
騎
と
遭
遇
し
、
初
戦
で
数
千
人
の
旬
奴
を
殺
し
た
。
単
子
は
た

い
そ
う
驚
き
、
騎
兵
八
万
余
騎
を
召
集
し
て
、
再
び
李
陵
の
軍
を
攻

撃
し
た
。
李
佼
は
、
「
且
つ
戦
ひ
立
つ
引
き
」
な
が
ら
南
行
す
る
。

李
陵
の
軍
は
五
千
人
の
歩
兵
で
あ
っ
た
が
、
十
万
騎
以
上
の
句
'
奴
の

大
寧
を
相
手
に
奮
戦
し
、
旬
奴
に
多
大
な
損
害
を
与
え
た
。
そ
し
て

捕
虜
に
し
た
旬
奴
の
兵
か
ら
、
単
子
は
「
伏
兵
有
る
こ
と
母
き
を
得

ん
や
」
と
「
伏
兵
」
を
恐
れ
て
お
り
、
旬
奴
側
は
、
今
し
ば
ら
く
戦

い
、
そ
れ
で
も
な
お
李
陵
の
寧
を
打
ち
負
か
せ
な
け
れ
ば
引
き
上
げ

よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
李
陵
の
軍
は
、
今
し
ば
ら

く
も
ち
こ
た
え
れ
ば
、
助
か
る
可
能
性
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

是
の
時
、
綾
の
草
、
益
ま
す
急
な
り
。
勾
奴
の
騎
多
し
。
戦
ふ

こ
と
一
日
に
数
十
合
、
復
た
虜
二
千
余
人
を
傷
殺
す
。
虜
利
あ

ら
ず
、
去
ら
ん
と
欲
す
。

勾
奴
側
は
形
勢
が
よ
く
な
い
の
で
、
北
へ
撤
退
し
よ
う
と
し
た
。
と

こ
ろ
、
が
、
李
陵
に
と
っ
て
思
い
が
け
な
い
不
運
な
事
件
が
起
こ
っ

た
。
李
陵
の
寧
候
管
敢
が
勾
奴
に
投
降
し
て
、
「
綾
の
軍
、
後
救
無

く
、
射
矢
、
旦
に
尽
き
ん
と
す
」
と
李
援
の
軍
の
内
情
を
打
ち
明
け

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
単
子
は
恐
れ
て
い
た
「
後
数
」
が
な
い
の

を
知
り
、
撤
退
を
中
止
し
て
執
劫
に
追
撃
す
る
。

漢
寧
南
行
し
、
未
だ
綾
汗
山
に
至
ら
ず
し
て
、
一
日
五
十
万
の

矢
皆
尽
き
、
郎
ち
車
、
を
棄
て
て
去
る
。
士
は
尚
ほ
三
千
余
人
、

徒
だ
車
轄
を
斬
り
て
之
を
持
し
、
軍
吏
は
尺
万
を
持
す
。
山
に

抵
り
、
阪
一
谷
に
入
る
。
単
子
、
其
の
後
を
遮
り
、
隅
に
乗
じ
て

塁
石
を
下
す
。
士
卒
、
死
す
る
も
の
多
く
、
行
く
を
得
。
す
。

ま
こ
と
に
凄
壊
な
戦
い
で
あ
る
。
武
器
も
十
分
で
は
な
く
な
り
、
今
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や
こ
れ
ま
で
と
判
断
し
た
李
陵
は
、
最
後
の
戦
い
を
挑
む
。

陵
と
韓
延
年
と
は
倶
に
馬
に
上
り
、
壮
士
の
従
ふ
者
十
余
人
、

虜
騎
数
千
之
を
追
ひ
、
韓
延
年
、
戦
ひ
て
死
す
。
陵
臼
は
く
、

「
面
白
の
陛
下
に
報
ず
る
無
し
」
と
。
遂
に
下
る
。

李
段
の
軍
が
敗
れ
た
と
こ
ろ
は
、
漢
の
居
延
の
遮
虜
障
か
ら
わ
ず
か

百
里
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

李
綾
の
降
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
李
陵
伝
に
、

段
、
旬
奴
に
在
る
こ
と
歳
余
、
上
、
因
符
将
軍
公
孫
数
を
し
て

兵
を
将
ゐ
て
深
く
旬
奴
に
入
り
、
陵
を
迎
へ
し
む
。

と
あ
り
、
同
じ
く
武
帝
紀
に
、

(
天
漢
)
四
年
春
正
月
、
:
:
:
因
好
将
軍
公
孫
放
を
し
て
万
騎
・

歩
兵
三
万
人
も
て
臆
門
を
出
で
し
む
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
漢
四
年
春
正
月
に
、
「
段
、
旬
奴
に
在
る
こ

と
歳
余
」
と
い
う
こ
と
は
、
李
陵
は
天
漢
二
年
の
末
ま
で
に
は
旬
奴

に
降
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
十
月
中
に
は
淡
稽
山
に
到

着
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
李
陵
が
降
伏
し
た
の
は
、

天
漢
二
年
十
一
月
か
十
二
月
と
推
定
で
き
よ
う
。

次
に
、
敗
戦
し
た
李
陵
を
弁
護
し
て
、
可
潟
、
選
が
宮
刑
に
処
せ

ら
れ
た
李
陵
の
栴
に
つ
い
て
、
「
任
少
卿
に
報
ず
る
書
」
(
『
漢
書
』

可
馬
遷
伝
)
に
基
づ
い
て
み
て
み
よ
う
。

李
陵
の
敗
報
が
漢
の
宮
廷
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
、

主
上
、
之
が
為
に
食
は
味
を
甘
し
と
せ
ず
、
朝
を
聴
き
て
恰
ば

ず
。
大
臣
憂
濯
し
て
、
出
づ
る
所
を
知
ら
ず
。

と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
武
帝
の
傷
心
と
落
胆
は
尋
常
で
は
な
い
。

司
馬
遷
は
そ
れ
を
見
て
、

僕
、
窃
か
に
自
ら
其
の
卑
賎
な
る
を
料
ら
ず
、
主
上
の
惨
棲
但

悼
す
る
を
見
て
、
誠
に
其
の
款
款
の
患
を
効
さ
ん
と
欲
す
。

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
武
帝
が
「
適
た
ま
召
間
」
し
た
。
そ
れ
に

対
し
て
可
馬
遷
が
述
べ
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
伝
わ
っ
て

い
な
い
が
、
『
漢
書
』
李
陵
伝
を
参
考
に
し
て
考
え
る
と
、
「
任
少
卿

に
報
ず
る
書
」
の
次
の
箇
所
が
、
司
馬
遷
の
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
と
推
定
で
き
る
。

僕
、
其
の
人
と
為
り
を
観
る
に
、
自
ら
奇
士
に
し
て
、
親
に
事

へ
て
は
孝
、
士
に
与
り
て
は
信
、
財
に
臨
み
て
は
廉
、
取
与
に

義
あ
り
、
分
別
に
譲
有
り
、
恭
倹
に
し
て
人
に
下
り
、
常
に
奮

ひ
て
身
を
顧
み
ず
し
て
以
て
国
家
の
急
に
拘
は
ん
こ
と
を
思

ふ
。
:
:
:
転
関
す
る
こ
と
千
里
、
矢
尽
き
道
窮
ま
り
、
救
兵
歪

ら
ず
。
士
卒
、
死
傷
す
る
こ
と
積
む
が
如
し
。
然
れ
ど
も
李
陵
、

一
た
び
呼
し
て
箪
を
労
へ
ば
、
士
は
射
を
起
こ
し
て
渦
仰
を
流

し
、
血
に
沫
ひ
泣
を
欽
み
、
空
脊
を
張
り
、
自
刃
を
冒
し
、
北

( 32 ) 



に
首
ひ
争
ひ
て
敵
に
死
せ
ざ
る
者
無
し
。

以
為
へ
ら
く
、
李
陵
は
素
よ
り
士
大
夫
と
甘
き
を
絶
ち
少
な
き

を
分
か
ち
て
、
能
く
人
の
死
力
を
得
る
こ
と
、
古
の
名
将
と
雌

も
、
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
身
は
陥
敗
す
と
艇
も
、
彼
、
其
の
意
を

観
る
に
、
立
に
其
の
当
を
得
て
漢
に
報
い
ん
と
欲
す
。
事
は
己

に
奈
何
と
も
す
可
く
無
き
も
、
其
の
挫
敗
す
る
所
の
功
は
、
亦

た
以
て
天
下
に
暴
す
に
足
る
。

紙
幅
の
関
係
で
一
部
分
を
省
略
し
た
が
、
司
馬
遼
は
武
帝
に
向
か
っ

て
、
李
陵
は
立
派
な
人
格
の
持
ち
主
で
あ
り
、
旬
奴
の
大
軍
を
相
手

に
よ
く
奮
闘
し
た
、
と
言
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
司
馬
選
の
こ
の
李

陵
弁
護
を
、
武
帝
は
、
「
弐
師
を
温
み
、
李
陵
の
為
に
激
説
す
」
と

考
え
、
可
一
馬
遼
を
「
理
」
に
引
き
渡
し
た
。
こ
れ
を
、
円
司
馬
選
的

(
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伝
説
』
は
「
天
漢
二
年
冬
至
節
」
の
こ
と
と
す
る
が
、
確
証
は
な
い
。

そ
し
て
廷
吏
は
、
司
馬
遼
に
「
上
を
認
す
」
と
い
う
罪
条
を
下
し

た
。
『
漢
書
』
李
陵
伝
は
「
諮
問
」
と
す
る
が
、
「
上
を
越
す
」
「
一
設

問
」
と
い
う
罪
条
を
下
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
刑
が
加
え
ら
れ

る
の
か
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。

武
帝
の
時
代
、
方
術
が
で
き
る
と
吹
聴
し
て
武
帝
の
寵
を
得
、
将

軍
に
任
命
さ
れ
た
機
大
が
、
実
は
方
術
な
ど
で
き
な
い
こ
と
が
発
覚

し
、
「
元
鼎
五
年
九
月
、
:
:
:
楽
通
侯
築
大
、
諮
問
に
坐
し
、
要
斬

せ
ら
る
。
」
(
『
漢
書
』
武
帝
紀
〉

昭
帝
の
時
代
、
「
(
始
元
)
五
年
春
正
月
、
夏
揚
の
男
子
張
延
年
、

北
関
に
諮
り
、
自
ら
衛
太
子
と
称
す
。
諮
問
な
り
と
し
て
、
要
斬
せ

ら
る
。
」
(
『
漢
書
』
昭
帝
紀
)

成
帝
の
時
代
、
左
将
軍
丹
ら
が
丞
棺
の
王
商
に
つ
い
て
奏
上
し

た。

左
道
を
執
り
て
以
て
政
を
乱
し
、
臣
た
る
に
不
忠
な
り
。
上
を

向
き
て
不
道
な
り
。
『
甫
刑
』
の
辞
に
し
て
、
皆
上
教
た
り
o

Q
漢
書
』
王
商
伝
)

同
じ
く
成
帝
の
時
代
、
社
業
が
、
「
座
」
に
「
神
」
を
乗
り
う
つ

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
い
る
と
し
て
推
薦
し
た
師
丹
を
批
判
し

て、
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た
と
ひ
丹
、
知
り
て
之
を
白
す
と
も
、
此
れ
認
闘
の
罪
な
り
。

知
ら
ず
し
て
之
を
白
せ
ば
、
走
れ
経
術
に
背
き
て
左
道
に
惑
へ

る
な
り
。
二
者
、
皆
大
辞
に
在
り
。
(
『
漢
書
』
社
業
伝
〉

と
上
書
し
た
。

以
上
の
事
例
か
ら
、
皇
帝
を
「
諮
問
」
す
る
の
は
、
死
罪
に
該
当

す
る
こ
と
が
分
か
る
。
司
馬
遷
の
場
合
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
死

別
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
、
死
刑
を
免
れ
る
の
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
一

つ
は
、
腹
銭
を
積
ん
で
死
一
等
を
減
じ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

天
漢
四
年
九
月
に
、
「
死
罪
を
し
て
臆
銭
五
十
万
を
入
れ
ば
死
一
等



を
減
ぜ
し
む
」
(
『
漢
書
』
武
帝
紀
)
と
い
う
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

天
漢
二
年
の
時
の
懸
銭
の
額
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
十
万
銭
を
大
き

く
掛
け
離
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
「
(
中
一
万
)

四
年
秋
、
:
:
:
死
罪
に
し
て
腐
せ
る
を
欲
す
る
者
は
、
之
を
許
す
」

〈
『
漢
書
』
景
帝
紀
)
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
刑
を
受
け
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
「
家
貧
し
く
財
賂
は
以
て
自
ら
績
ふ
に
足
ら
ず
」
ハ
「
任
少
胸
仰
に

報
ず
る
警
i

一
)
と
い
う
司
馬
還
は
、
後
者
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ

た。
司
馬
遼
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
、

γ

」、

い
つ
か
。
『
史
記
』
太
史
公
自
序

五
年
に
し
て
太
初
元
年
に
当
た
る
。
十
一
万
甲
子
朔
旦
冬
至
も

て
、
天
摩
始
め
て
改
ま
り
、

mm
堂
に
建
て
、
誇
神
、
紀
を
受
く
。

:
走
に
於
て
、
其
の
文
を
…
務
次
す
る
こ
と
七
年
に
し
て
、
太

史
公
、
李
陵
の
捕
に
遭
ひ
、
線
級
に
幽
せ
ら
る
。

と
あ
る
。
太
初
元
年
よ
り
七
年
と
い
う
の
は
、
『
集
解
』
に
「
徐
広

日
は
く
、
天
漢
一
一
一
年
な
り
」
と
あ
り
、
吋
正
義
』
に
も
「
案
ず
る
に
、

太
初
一
元
年
よ
り
矢
漢
一
一
一
年
に
至
る
、
乃
ち
七
年
な
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
天
漢
一
一
一
年
(
前
九
八
)
に
あ
た
る
。
司
馬
遼
は
天
漢
一
一
一
年
に
宮

〈

3
〉

刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

李
稜
が
出
撃
し
て
か
ら
敗
北
す
る
ま
で
の
経
過
と
司
馬
遷
が
李
陵

を
弁
護
し
て
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
経
薄
と
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
以

下
で
は
、
司
馬
遷
が
李
援
を
弁
護
し
て
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
理
由
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

通
説
は
、
「
任
少
鶏
に
報
ず
る
室
田
」
に
、
「
問
問
主
、
深
く
焼
ら
ず
し

て
、
以
て
僕
は
弐
訴
を
混
み
、
人
李
設
の
為
に
滋
説
す
と
為
し
、
遂
に

翠
に
下
す
」
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
す

ス
v
o

武
帝
に
は
、
司
馬
遷
が
友
人
の
立
場
か
ら
李
陵
の
弁
護
に
回
っ

た
こ
と
は
、
許
せ
る
と
し
て
も
、
李
陵
の
戦
功
を
賞
揚
す
る
こ

と
は
、
そ
の
と
き
の
勾
奴
征
討
寧
の
最
高
指
揮
官
で
、
な
ん
ら

な
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
弐
部
将
軍
・
李
広
利
を
籍
に
批
判
す

る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
李
広
利
は
武
帝
が
当
時
寵
愛
し
て

い
た
李
夫
人
の
兄
で
あ
る
。
衛
車
内
・
翠
去
病
な
き
の
ち
、
武
帝

が
も
っ
と
も
舎
を
し
て
い
た
将
軍
で
あ
る
。
そ
れ
を
批
判
す
る

こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
皇
帝
で
あ
る
自
分
を
刻
る
こ
と
で
あ
る

と
、
武
帝
は
受
け
と
め
た
。
こ
れ
が
武
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
た
内

(
4〉

突
で
あ
っ
た
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
一
円
潟
選
の
発
言
が
「
李
綾
の
戦
功
を
賞
揚
す

る
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
李

広
利
批
判
を
窓
味
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
李
広
利
を
批
判
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す
る
と
と
は
、
ア
て
の
ま
ま
皇
帝
で
あ
る
自
分
を
部
る
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
の
も
、
飛
躍
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
対
勾
奴
戦
と
い
う
の

は
国
家
的
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
人
間
関
係
の
レ
ベ
ル
で

う
ん
ぬ
ん
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
武
帝
が
口
町
一
一
府

選
の
弁
護
を
た
だ
ち
に
李
広
利
批
判
と
考
え
、
し
か
も
「
翠
に
下

す
」
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
し
て
も
鮒
に
務
ち
な
い
。
そ
こ
で
、
「
弐

師
を
温
み
、
李
陵
の
為
に
減
税
す
」
と
い
う
の
は
、
一
司
馬
遼
を
「
理

に
下
す
」
時
の
表
向
き
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
「
武

帝
の
逆
鱗
に
触
れ
た
内
実
」
は
他
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
漢
の
衛
宏
の
『
漢
書
旧
儀
注
』
(
官
〈
一
記
』
集
解
引
)
は
、
次
の

ように一一一一向う。

司
馬
選
、
景
帝
本
紀
を
作
り
、
共
の
短
及
び
武
帝
の
過
ち
を
極

言
す
。
武
帝
、
怒
り
て
之
を
削
去
す
。
後
に
李
陵
を
挙
げ
、
陵

の
勾
奴
に
降
る
に
坐
す
。
故
に
選
を
蚕
室
に
下
す
。
怨
言
有
り

て
、
獄
に
下
さ
れ
て
死
す
。

司
馬
遼
が
『
史
記
』
に
景
帝
の
失
点
と
武
帝
の
諮
問
り
を
記
し
、
武
帝

が
そ
れ
を
怒
っ
た
と
い
う
こ
と
が
過
去
に
あ
っ
た
。
後
に
司
馬
選
、
が

李
陵
を
武
帝
に
推
薦
し
た
が
、
・
五
十
陵
が
降
伏
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

武
帝
が
ま
た
怒
り
、
司
馬
選
を
宮
刑
に
処
し
た
。
そ
こ
で
司
馬
遼
が

恨
み
言
を
一
一
一
一
口
い
、
獄
に
下
さ
れ
て
死
ん
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

て
、
現
代
中
閣
の
呉
汝
援
は
、
「
任
少
卿
に
報
ず
る

の
、
「
撲
、
其
の
人
と
為
り
を
観
る
に
:
:
:
霞
土
の
風
有
り
」
の

〈

5
v

筋
一
助
を
、
司
馬
遼
が
李
佼
を
推
挙
し
た
持
の
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
衛
宏
の
『
漢
書
出
儀
注
』
の
記
述
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
清
の
ま
鳴
盛
が
『
十
七
史
商
権
』
巻
六
の
「
袈
注
の
衛
宏
を

引
く
は
是
に
非
ず
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

選
の
一
資
{
国
一
に
下
さ
る
る
は
、
天
漢
三
年
に
在
り
。
後
に
中
輩
出
令

と
為
り
、
尊
寵
せ
ら
れ
て
職
に
任
ず
。
其
の
卒
す
る
や
、
昭
帝

の
初
め
に
在
り
。
罪
を
獲
て
刑
せ
ら
る
る
と
距
た
る
こ
と
、
芸
品

し
己
に
十
余
年
な
れ
ソ
。
何
ぞ
蚕
室
に
下
さ
れ
、
怨
一
吉
有
り
て
、

獄
に
下
さ
れ
て
死
す
と
謂
ふ
を
得
ん
や
。
情
事
と
全
く
合
は

ず
。
皆
是
に
非
ず
。

さ
ら
に
「
太
ナ
綾
を
挙
ぐ
」
と
あ
る
が
、
司
馬
遼
は
「
任
少
卿
に
報
ず

る
室
ど
に
お
い
て
、
李
陵
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

僕
、
李
陵
と
倶
に
門
下
に
居
る
も
、
素
よ
り
相
普
く
す
る
に
非

ざ
る
な
っ
。
遜
舎
、
路
を
具
に
し
、
未
だ
嘗
て
盃
沼
を
街
み
殿

勲
一
の
歓
に
接
せ
ず
。

(
6〉

と
言
っ
て
お
り
、
祭
宏
の
言
う
「
悲
劇
的
な
話
に
は
確
証
は
な
い
」

の
で
も
引
の
る
。

>-
、一
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も
う
一
つ
、
後
漢
の
石
悦
の
『
前
漢
紀
』
巻
十
四
に
見
え
る
説
明

が
あ
ソ
る
。



上
、
降
る
を
問
、
き
て
大
い
に
怒
り
、
大
臣
菱
壊
す
。
太
史
公
弓

馬
遷
、
俊
の
功
を
上
一
世
田
し
、
「
以
へ
ら
く
、
陵
の
死
せ
ざ
る
は
、

宜
し
く
当
を
得
て
以
て
漢
に
報
ぜ
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
。
初

め
上
、
弐
部
将
寧
を
し
て
出
だ
き
し
む
時
、
陵
を
し
て
助
兵
た

ら
し
む
。
段
、
単
午
J

と
相
持
し
て
、
弐
師
功
無
し
。
上
以
へ
ら

く
、
選
、
弐
師
を
温
み
、
陵
の
為
に
激
一
説
せ
ん
と
欲
す
と
。
後

に
勾
奴
の
生
口
を
捕
得
す
る
に
、
陵
、
単
子
に
兵
法
を
為
す
'
を

教
ふ
と
一
一
一
一
向
ふ
。
上
怒
り
、
乃
ち
陵
家
を
族
し
、
遷
を
腐
到
に
下

す。

李
陵
が
敗
れ
た
時
、
司
馬
遼
は
、
「
李
陵
が
死
な
な
か
っ
た
の
は
、

敗
戦
の
罪
を
償
う
に
相
当
す
る
功
を
立
て
て
漢
の
恩
に
報
い
よ
う
と

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
一
一
一
一
向
っ
て
弁
護
し
た
が
、
後
に
李
援
が

単
子
に
兵
法
を
授
け
て
い
る
と
い
う
情
報
が
入
っ
た
。
そ
こ
で
怒
っ

た
武
帝
が
、
陵
の
一
族
を
抹
殺
し
、
司
馬
還
を
宮
刑
に
処
し
た
、
と

い
う
の
で
み
の
る
。

こ
の
説
明
は
な
る
ほ
ど
と
忠
わ
せ
る
が
、
『
漢
書
』
李
陵
伝
に
は
、

司
馬
濯
が
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
後
に
李
陵
が
単
子
に
兵
法
を
授

け
て
い
る
と
い
う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
、
李
陵
の
一
族
が
歎
殺
さ
れ

た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
『
漠
警
』
と
『
前
漢
紀
』

と
の
資
料
的
側
値
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
『
前
漢
紀
』
は
、
批
判
悦

に
、
「
給
事
中
秘
警
監
荷
悦
に
認
し
て
、
を
抄
撰
し
、

の

其
の
要
を
略
挙
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
『
漢
書
』
の
紀
と
伝
の

ハ
7
〉

文
を
主
た
る
典
拠
と
し
」
、
そ
れ
を
編
年
体
に
再
構
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
『
漢
書
』
と
笠
間
漢
紀
』
の
李
援
に
関
す
る
記
述
を
比
較
し

て
み
て
も
、
『
前
漢
紀
n

一
一
一
は
ほ
ん
の
一
部
に
『
史
記
』
を
用
い
て
い

る
地
は
、
雲
間
霊
間
』
李
凌
伝
を
要
約
し
た
も
の
で
、
特
別
な
資
料
を

使
っ
て
い
な
い
。
先
に
引
い
た
『
前
漢
紀
』
の
「
初
め
上
、
弐
部
将

軍
を
し
て
出
だ
さ
し
む
持
、
:
・
:
止
に
対
応
す
る
『
漢
書
』
李
陵
訟

の
記
述
を
引
い
て
み
よ
う
。

初
め
上
、
弐
邸
を
し
て
大
軍
も
て
出
だ
き
し
め
、
財
に
陵
を
し

て
助
兵
た
ら
し
む
。
段
、
単
子
と
椋
鐙
ふ
に
及
び
て
、
弐
部
功

少
な
し
。
上
以
へ
ら
く
、
選
、
認
ひ
開
き
、
弐
師
を
温
み
、
陵

の
為
に
瀞
説
せ
ん
と
欽
す
と
。
還
を
腐
刑
に
下
す
。
:
:
:
陵
、

旬
奴
に
在
る
こ
と
裁
余
。
上
、
国
符
将
軍
公
孫
数
を
し
て
兵
を

将
ゐ
て
深
く
勾
奴
に
入
り
て
綾
を
迎
へ
し
む
。
数
の
軍
、
功
無

く
し
て
還
る
。
自
は
く
、
「
生
口
を
捕
得
す
る
に
、
李
稜
。
単

一
す
に
兵
を
為
す
を
教
へ
、
以
て
漢
寧
に
儲
へ
し
む
と
一
言
ふ
。
故

に
臣
、
得
る
所
無
し
」
と
。
上
関
き
、
是
に
於
て
陵
家
を
族
す
。

母
・
弟
・
婆
・
子
、
皆
誌
に
伏
す
。

主
演
義
b

李
陵
法
の
一
記
述
は
、
詳
細
で
具
体
的
で
あ
る
。
し
か
も
公

孫
教
の
出
撃
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
吋
漢
書
』
武
帝
紀
の
、

〈
天
漢
)
器
年
常
事
正
月
-
e

・e
・
'
霞
符
将
軍
公
孫
散
を
し
て
万
騎
・
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歩
兵
三
万
も
て
腐
門
を
出
で
し
む
。

と
い
う
記
述
と
照
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
初
悦
は
「
弐

r

仰
を
温
み
、
陵
の
為
に
激
説
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
ロ
俣
市
引
い
』
李
陵

伝
の
記
述
だ
け
で
は
司
馬
遼
を
死
罪
に
す
る
理
由
と
し
て
十
分
で
は

な
い
と
判
断
し
、
忍
誌
と
李
陵
伝
の
「
宜
し
く
当
を
得
て
以
て
漢

に
報
、
ぜ
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
い
う
可
馬
遼
の
発
一
一
一
一
口
に
着
目
し
、
そ

れ
と
李
陵
の
寝
返
り
と
を
関
連
づ
け
て
そ
の
理
由
を
説
現
し
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
も
よ
く
利
用
さ
れ
て

い
る
郷
鶴
戸
の
『
司
馬
遼
年
諮
』
が
、
こ
の
『
前
漢
紀
』
の
記
述
を

根
拠
に
し
て
、
「
時
間
を
以
て
論
ず
る
に
、
選
の
刑
を
受
く
る
は
、

(
8
)
 

当
に
陵
家
の
株
さ
る
る
の
後
に
在
る
べ
し
」
と
言
う
の
は
、
安
易
と

一
一
一
一
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

加
地
伸
行
氏
は
、
対
句
奴
戦
に
批
判
的
で
あ
っ
た
人
々
と
、
武
帝

を
頂
点
と
す
る
対
句
奴
主
戦
論
派
と
の
踏
関
を
想
定
し
、
そ
う
し
た

対
立
の
中
で
司
馬
遼
の
李
陵
弁
護
が
噴
出
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
。

加
地
氏
は
、
『
史
一
記
』
平
準
書
に
、
武
帝
の
時
代
に
な
っ
て
経
済
が

破
綻
し
た
こ
と
が
リ
ア
ル
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
原
因
は
対

句
奴
戦
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
司
馬
遷
に
は
「
対
勾
奴
戦
に
対
す
る
批

(
9〉

判
の
姿
勢
が
あ
る
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
「
李
陵
を
弁
護
し
た
司
馬

遼
の
答
奏
の
中
に
、
対
旬
奴
戦
へ
の
批
判
め
い
た
も
の
が
あ
っ
た
の

〈
ぬ
)

で
は
な
い
か
」
と
推
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

司
馬
遼
の
李
陵
事
件
は
、
い
ま
も
っ
て
は
っ
き
り
と
し
な
い

事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
件
を
、
た
だ
た
ん
に
李
陵
弁

護
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
武
帝
の
激
怒
を
実
っ
た
と
い
う
よ
う

な
解
釈
で
は
、
十
分
な
説
得
力
を
持
つ
と
は
い
え
な
い
。
司
馬

遼
の
李
陵
弁
護
は
、
事
件
の
一
つ
の
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
背
後
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
対
勾
奴
戦
と
い
う
国
家
的
規

模
の
政
治
的
問
題
が
関
わ
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
た
い
。
お
そ

ら
く
、
司
馬
遼
以
外
に
、
対
句
奴
戦
に
批
判
的
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
人
々
も
、
地
に
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
人
々
と
、
武

帝
を
頂
点
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
対
句
奴
主
戦
論
派
と
の
暗
関
が

あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
対
立
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
わ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
明
確
な
討
論
の
形
を
と
ら
ぬ
ま
で
も
。

そ
の
例
と
し
て
、
主
父
健
の
諌
言
が
あ
る
。
主
父
侮
は
九
箇

条
の
諌
言
を
し
た
が
、
そ
の
内
の
一
つ
は
、
旬
奴
征
討
を
い
さ

め
た
も
の
で
、
非
常
な
長
文
で
あ
る
(
「
平
津
侯
・
主
父
列

伝
」
)
。
そ
の
長
文
の
諌
言
を
、
司
馬
遼
は
す
べ
て
記
録
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
司
馬
遷
の
気
持
ち
の
代
弁
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
対
立
の
飽
和
状
態
の
中
に
、
李
陵
事
件
が
起
こ

り
、
司
馬
遷
の
李
凌
弁
護
が
噴
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
か
ら
、
こ
と
は
、
単
な
る
個
人
的
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、

(
日
)

国
家
的
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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加
地
氏
が
一
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
司
馬
遼
が
武
帝
時
代
の
経
致
済
策
を
批
判

し
て
い
る
こ
と
も
、
司
馬
遷
に
対
句
奴
戦
に
対
す
る
批
判
の
姿
勢
が

(

ロ

〉

あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
李

陵
弁
護
の
際
に
「
対
句
奴
戦
へ
の
批
判
め
い
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
も
、
司
馬
遷
の
李
陵
弁
護
が
そ
の
ま
ま
の

形
で
伝
わ
っ
て
い
な
い
以
上
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
す
で
に
在
位
四
十
三
年
に
も
な
り
、
絶
対
的
な
権
力

を
握
る
武
帝
に
向
か
っ
て
、
勾
奴
戦
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
か
に
司
馬
遼
で
あ
ろ
う
と
、
可
能
性
の
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
加
地
氏
は
、
「
対
句
奴
戦
に
批
判

的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
人
ん
こ
と
「
武
帝
を
頂
点
と
す
る
と
こ
ろ
の
、

対
句
奴
主
戦
論
派
と
の
絡
慨
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
」
と
し
、
そ
の

対
立
の
現
わ
れ
の
例
と
し
て
元
光
元
年
(
午
前
二
二
四
)
の
主
父
俣
の

談
品
一
一
口
を
あ
げ
る
が
、
主
父
館
の
一
課
一
一
一
一
口
は
「
司
馬
遼
の
気
持
ち
の
代
弁

と
い
っ
て
よ
い
い
が
、
そ
れ
を
根
拠
に
「
踏
闘
が
あ
っ
た
」
と
い
う

の
は
飛
騨
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
対
勾
奴
戦
と
い
う
国
家
的
レ

ヘ
ル
の
最
重
要
政
策
に
つ
い
て
意
見
を
異
に
し
、
し
か
も
「
絡
調
」

ま
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
「
濯
、
既
に
刑
せ
ら
る
る
の
後
、
中
警
令
と

為
り
、
導
部
せ
ら
れ
て
職
に
任
ず
」
(
『
漢
書
』
司
馬
遼
伝
)
と
い
う

こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
加
地
氏
の
説
明
は
、
李
設
の

禍
を
武
帝
時
代
の
政
治
状
況
の
中
で
考
え
よ
う
と
す
る
点
で
、
は
な

は
だ
魅
力
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
騎
関
」
ま
で
推
測
す
る
点
に

お
い
て
、
た
だ
ち
に
は
従
い
が
た
い
。

西

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
司
馬
、
選
の
李
陵
の
禍
に
つ
い
て

の
従
前
の
説
明
は
、
い
ず
れ
も
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の

問
題
は
、
断
片
的
な
記
述
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
『
漢
官
官
』
李

陵
伝
に
基
づ
き
、
本
寸
陵
敗
北
と
い
う
状
況
の
中
で
司
馬
遷
の
李
陵
弁

護
を
武
帝
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
を
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
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そ
も
そ
も
雄
戦
健
闘
し
な
が
ら
も
李
陵
が
敗
れ
た
の
は
な
、
、
せ
か
。

そ
れ
は
李
陵
自
身
が
後
に
「
救
ひ
亡
き
を
以
て
敗
る
」
(
『
漢
書
』
李

佼
伝
。
以
下
回
じ
)
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
よ
う
に
、
騎
馬
戦
を
得
意
と
す

る
旬
奴
に
対
し
、
李
陵
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
武
帝
が
李

陵
に
歩
兵
の
み
を
率
い
て
出
撃
さ
せ
、
援
護
の
兵
を
出
さ
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
李
陵
の
敗
戦
は
、
武
帝
の
と
っ
た
作
戦

に
原
簡
が
あ
る
の
で
あ
る
。
武
帝
も
は
じ
め
は
路
博
徳
に
命
じ
て
李

陵
を
途
中
ま
で
迎
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
路
博
徳
が
「
陵
の

後
距
と
為
る
こ
と
を
笠
ぢ
円
出
兵
の
延
期
を
上
書
し
た
。
そ
れ
を

武
帝
が
李
設
の
差
し
金
に
よ
る
も
の
と
誤
解
し
て
、
結
局
、
出
迎
え

の
翠
を
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
李
陵
寧
は
遮
虜
障
の
北
西
百
八



十
盟
の
地
に
あ
る
綻
汗
山
近
く
ま
で
南
下
し
て
来
た
時
に
は
、
ま
だ

「
三
千
余
人
」
の
兵
士
が
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
伏
兵
有
る
こ

と
母
き
を
得
ん
や
」
と
「
伏
兵
」
を
恐
れ
る
旬
奴
軍
が
そ
こ
ま
で
執

助
に
迫
撃
し
て
来
た
の
は
、
「
後
救
」
が
な
い
と
い
う
情
報
を
得
て

い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
武
帝
が
路
博
徳
を
「
後
距
」
と
し

て
派
遣
し
て
い
れ
ば
、
事
態
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
旬
奴
寧
は
途
中
で
引
き
あ
げ
、
李
陵
の
箪
は
意
気
揚
揚
と
凱
旋

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
、
寅
震
も
、

李
陵
、
軍
を
慎
す
る
も
虜
に
降
る
。
郎
作
用
問
よ
り
逃
る
る
無
し
。

然
れ
ど
も
帝
も
亦
失
無
き
能
は
ず
。
陵
の
弐
師
の
軍
に
郷
は
ざ

る
を
恵
み
て
、
僅
か
に
歩
兵
五
千
人
と
与
に
せ
し
む
る
は
、
一

な
り
。
陵
の
悔
い
て
行
か
ん
と
欲
せ
ざ
る
を
疑
ひ
て
、
反
り
て

卒
を
迎
ふ
る
を
止
む
る
は
、
こ
な
り
。
:
:
:
然
ら
ば
別
ち
陵
の

敗
る
る
は
、
帝
之
を
誤
る
な
り
。
(
『
漢
盟
国
評
林
』
引
)

と
、
敗
戦
の
責
任
が
武
帝
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
武
帝
も
そ
の
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
。
円
漢
書
』
李
陵
伝

に
は
、
一
選
を
腐
刑
に
下
す
」
に
続
い
て
、

上
、
陵
の
救
ひ
無
き
を
悔
い
て
臼
は
く
、
一
段
、
発
し
て
塞
を

出
づ
る
に
当
た
り
、
遁
、
引
っ
彊
湾
都
尉
に
認
し
て
軍
を
迎
へ
し
む

べ
き
に
、
預
め
之
に
認
し
、
老
将
を
し
て
姦
詐
を
生
ぜ
し
む
る

を
得
る
に
坐
せ
し
む
」
と
。
一
過
ち
使
ひ
を
し
て
陵
の
余
寧
の
税

す
る
を
得
た
る
者
に
労
賜
せ
し
む
。

と
あ
る
。
武
帝
も
李
段
の
敗
戦
の
原
因
が
「
救
ひ
亡
し
」
に
あ
っ
た

こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

群
臣
も
敗
戦
の
原
因
を
熟
知
し
て
い
た
が
、
宮
中
の
平
穏
を
願
う

群
臣
は
、
「
惨
棲
但
悼
す
る
」
武
帝
の
機
嫌
を
回
復
す
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
た
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
敗
戦
の
原
因

を
、
す
べ
て
李
陵
に
帰
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
「
径
少
卿
に
報
ず
る

書
」
に
、
「
今
、
事
を
挙
げ
て
壱
た
び
当
た
ら
ざ
る
や
、
躯
を
全
う

し
妻
子
を
保
つ
の
臣
、
随
ひ
て
其
の
短
を
媒
撃
す
」
と
あ
る
よ
う

に
、
群
庄
は
本
十
段
に
対
し
て
集
中
的
に
偲
人
攻
撃
を
加
え
た
。
た
と

え
ば
、
自
分
の
名
を
揚
げ
よ
う
と
し
て
無
謀
な
戦
い
を
し
た
、
大
言

壮
語
し
た
が
、
は
旬
奴
に
投
降
し
た
臆
病
者
で
あ
る
、
等
々
。
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そ
う
し
た
群
臣
の
の
中
で
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
司

馬
遼
の
李
陵
弁
護
が
あ
っ
た
。
司
馬
遷
は
、
敗
戦
の
原
因
を
李
稜
一

人
の
責
に
帰
そ
う
と
す
る
一
宮
廷
の
雰
囲
気
を
憤
り
、
持
ち
前
の
侠
気

か
ら
、
李
陵
を
弁
護
し
た
。
司
罵
遷
に
他
意
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
武
帝
は
そ
の
発
言
を
、
自
分
の
と
っ
た
今
回
の
作
戦
を
批
判

す
る
も
の
と
受
け
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
李
陵
の
人
格
は
立
派
で

あ
り
、
李
陵
が
五
千
人
の
歩
兵
で
十
万
を
越
す
勾
奴
の
大
軍
を
敵
に

ま
わ
し
て
善
戦
し
た
と
言
う
こ
と
は
、
敗
戦
の
原
因
が
武
将
李
陵
の

戦
闘
の
方
法
や
統
率
力
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
武
帝
の
作
戦
に
あ



っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

武
帝
は
、
勾
奴
と
の
戦
い
に
つ
い
て
は
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
一
克

光
六
年
(
前
一
一
一
九
)
以
来
、
衛
車
内
・
震
去
病
を
将
軍
と
し
て
た
び

た
び
旬
奴
遠
征
を
行
い
、
つ
い
に
元
狩
四
年
(
前
一
一
九
〉
に
は
、

旬
奴
を
漠
北
に
退
か
せ
、
勾
奴
に
対
す
る
漢
の
優
位
は
定
ま
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
武
帝
に
と
っ
て
、
「
其
(
李
陵
)
の
短
を
媒
整
」
す
る

群
庄
の
中
で
、
李
陵
の
力
戦
を
主
張
す
る
司
馬
遼
の
発
言
は
、
そ
の

プ
ラ
イ
ド
を
い
た
く
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
武
帝
は
、
「
弐
部

を
温
み
、
李
陵
の
為
に
併
説
す
」
と
い
う
こ
と
を
表
向
き
の
理
由
と

し
て
、
司
馬
一
迭
を
獄
に
下
し
た
。
司
馬
遼
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

こ
と
は
、
自
分
の
作
戦
の
誤
り
を
認
め
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
廷
吏
は
、
群
臣
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
発
言
を
し
た
司

馬
濯
に
、
「
一
一
間
同
」
と
い
う
罪
状
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
李
陵
の
禍
に
つ
い
て
は
、
大
塚
漢
文
学
会
月
例
会
(
一
九

九
一
年
十
二
月
一
日
)
に
お
い
て
発
表
し
、
そ
の
骨
子
を
「
李
綾
の

禍
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
『
高
校
通
信
東
書
留
一
訪
問
』
(
一
二
一
一
号
)

に
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
前
掲
論
文
に
大
幅
な
加
笹
了

修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

注
(

1

)

 

(

2

)

 

岡
崎
文
夫
『
司
馬
逃
』
一
九
五
八
年
、
弘
文
堂
、
二
六
頁
。

徐
純
夫
捜
集
整
理
『
司
馬
選
的
伝
説
』
文
化
芸
術
出
版
社
、

一
九
八

七
年
、
一
八
九
頁
。

(
3
〉
山
下
寅
次
『
史
記
編
述
年
代
考
』
(
六
翠
館
、
一
九
四

O
年
)
は
、

『
漢
書
」
一
司
馬
選
告
が
「
其
の
文
を
論
次
す
る
こ
と
十
年
」
に
作
る
こ
と

と
関
連
さ
せ
て
、
司
馬
遷
が
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
天
漢
二
年
と
す
る

が
(
二
七
頁
〉
、
無
理
で
あ
ろ
う
。

〈
4
)

林
田
慎
之
助
『
司
馬
遷
」
一
集
英
社
、
一
九
八
四
年
、
九
七
頁
。

(

5

)

呉
汝
湿
「
司
馬
遷
所
還
付
・
李
陵
之
禍
υ

探
討
」
古
人
記
論
稿
』
江
蘇

教
育
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
ニ

O
九
頁
。

〈
6
)

エ
ド
ヮ
ア
ー
ル
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
『
司
馬
遷
と
史
記
』
新
潮
社
、
一

九
七
二
年
、
四
二
頁
。

ハ
7
〉
神
田
信
夫
・
山
根
幸
夫
編
『
中
国
史
籍
解
題
辞
典
』
僚
原
書
応
、
一

九
八
九
年
、
三
回
頁
。

(

8

)

鄭
鶴
声
『
司
馬
遷
年
譜
』
商
務
印
書
館
、
一
九
五
六
年
章
一
印
版
、
八

二
頁
。

〈
9
〉
加
地
伸
行
『
史
記
』
講
談
社
、
一
九
七
八
年
、
一
一
回
頁
。

〈
叩
)
加
地
伸
行
、
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

(
日
〉
加
地
伸
行
、
前
掲
書
、
一
一
六
J
一
一
七
頁
。

(
ロ
〉
た
と
え
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
中
村
嘉
弘
「
史
記
平
準
警
の
考

察
」
『
漢
文
学
会
会
報
』
第
二
十
一
号
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
大

島
利
一
コ
円
馬
選
』
〈
清
水
書
院
、
一
九
六
七
年
、
一
四
八
J
一
五

O
頁〉

が
あ
る
。

( 40 ) 

(
東
京
工
業
高
等
専
門
学
校
)
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